
第２期 守谷市地域包括支援センターの委託について

１．概要

令和２年度から市内を２圏域に設定し、２法人に地域包括支援センターの業務委託

を開始した。（委託期間：令和２年４月１日～令和５年３月３１日）今年度委託期間

が終了するため、次期地域包括支援センター業務委託法人を選定し、守谷市地域包括

支援センター運営協議会の承認を得た。

２．業務内容

①高齢者総合相談支援事業

②権利擁護業務

③要支援認定者のケアプラン作成

④その他の業務

３．委託期間

令和５年４月１日から令和８年３月３１日まで（３年間）

４．人員体制

法令に基づき３職種（保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員（これらに準ずる

者を含む。））を配置。

５．委託法人

名 称
守谷市

南部地域包括支援センター

守谷市

北部地域包括支援センター

委託法人名
医療法人 慶友会

（守谷市立沢９８０－１）

社会福祉法人 輝寿会

（取手市井野２５３）

所在地

松並１６３０－１

（ひがしクリニック慶友内）

大山新田１４９－１

（特別養護老人ホーム

やまゆりの郷内）

担当地区
守谷地区、高野地区、

みずき野地区

大野地区、大井沢地区、

北守谷地区

高齢者人口

(R5.2.1 現在) １０，２２５人 ６，４３７人

人員配置 ６人 ４人

報告事項 No.４



６．高齢者総合相談実績

令和元年度

（市直営）

令和２年度 令和３年度 令和４年度

（R5.1.30 現在）

４７５件 ２，４００件 ２，９９９件 ２，３６５件


